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資料３-３

災害時に自ら避難することが困難な方（避難行動要支援者）について、

市は、優先度の高い方から「個別避難計画」の作成を進めています。

※ 作成にあたっては、福祉専門職の皆様にご協力いただいています。

ひなんこうどうようしえんしゃ

個別避難計画と は ？

○ 避難行動要支援者が、災害時に可能な限り周囲からの支援を受けながら

避難を開始し、自らの命を守るための計画のことです。

○ 計画には、避難先などの情報や災害時に安否確認や避難支援等に協力する方

（避難支援等協力者といいます）の情報を記載します。 ※ 裏面「個別避難計画」参照

はじめに…

避難の円滑化や避難行動への支援の可能性を高めるために、避難支援等協力者となって
いただくことをお願いするものです。

個別避難計画に記入する協力内容は、できる範囲で行っていただくもので、災害時には、
ご自身やご家族等の安全を最優先にしていただくことで問題ありません。

個別避難計画は、災害時の協力が必ずなされることを保証するものではありません。
また、避難支援等に協力する方は、法的な責任や義務を負うものではありません。

本計画の作成をとおして、できるだけ多くの方が関わっていただき、つながっていただ
きたいと考えておりますので、ご協力をお願いいたします。

○ 記入する情報は、本人（要支援者）とその家族等及び他の協力者に共有されます。

○ また、避難支援等協力者本人（あなた）の同意のもと、避難支援等関係者（自治会、

自主防災組織、民生委員・児童委員、地域包括支援センター等）に平常時から情報提供を行います。

ご協力のお願い

※災害対策基本法に基づき、避難支援等の実施に関する目的以外では情報を利用しません。また、
平常時から情報提供を行う関係者には、個人情報の取扱いについて、複写、保管及び引継ぎ等に
関するルールを定めています。

【記入する情報の提供先について】

個 別 避 難 計 画 に お け る
避 難 支 援 等 の 協 力 に つ い て



情報提供に「同意した」場合は、
赤枠内の情報が提供されます。

情報提供に「同意しない」場合でも、
青枠内の情報は提供されます。


